
平 日 １４，０００円 ２１，６００円 ２７，０００円 ３５，６００円 ４８，６００円 ６２，６００円

日曜日、土曜日
及び休日

１６，２００円 ２５，９００円 ３１，４００円 ４２，１００円 ５７，３００円 ７３，５００円

平 日 １８，４００円 ２９，２００円 ３５，７００円 ４７，６００円 ６４，９００円 ８３，３００円

日曜日、土曜日
及び休日

２１，６００円 ３４，６００円 ４０，０００円 ５６，２００円 ７４，６００円 ９６，２００円

平 日 ２４，９００円 ３７，９００円 ４６，５００円 ６２，８００円 ８４，４００円 １０９，３００円

日曜日、土曜日
及び休日

２８，１００円 ４４，４００円 ５０，９００円 ７２，５００円 ９５，３００円 １２３，４００円

平 日 ２８，１００円 ４４，４００円 ５４，１００円 ７２，５００円 ９８，５００円 １２６，６００円

日曜日、土曜日
及び休日

３２，４００円 ５１，９００円 ６０，６００円 ８４，３００円 １１２，５００円 １４４，９００円

平 日 ４，３００円 ６，４００円 ８，６００円 １０，７００円 １５，０００円 １９，３００円

日曜日、土曜日
及び休日

５，４００円 ８，６００円 ９，７００円 １４，０００円 １８，３００円 ２３，７００円

平 日 ５，４００円 ８，６００円 １０，８００円 １４，０００円 １９，４００円 ２４，８００円

日曜日、土曜日
及び休日

６，４００円 ９，７００円 １１，９００円 １６，１００円 ２１，６００円 ２８，０００円

平 日 ７，５００円 １０，８００円 １４，０００円 １８，３００円 ２４，８００円 ３２，３００円

日曜日、土曜日
及び休日

８，６００円 １２，９００円 １５，１００円 ２１，５００円 ２８，０００円 ３６，６００円

平 日 ８，６００円 １２，９００円 １６，２００円 ２１，５００円 ２９，１００円 ３７，７００円

日曜日、土曜日
及び休日

９，７００円 １５，１００円 １８，４００円 ２４，８００円 ３３，５００円 ４３，２００円

１，６００円 １，９００円 ２，２００円 ３，５００円 ４，１００円 ５，７００円

１室について
６００円

１室について
７００円

１室について
８００円

１室について
１，３００円

１室について
１，５００円

１室について
２，１００円

〃
６００円

〃
７００円

〃
８００円

〃
１，３００円

〃
１，５００円

〃
２，１００円

〃
８００円

〃
９００円

〃
１，０００円

〃
１，７００円

〃
１，９００円

〃
２，７００円

〃
２，１００円

〃
２，６００円

〃
３，０００円

〃
４，７００円

〃
５，６００円

〃
７，７００円

〃
１，６００円

〃
１，９００円

〃
２，２００円

〃
３，５００円

〃
４，１００円

〃
５，７００円

〃
１，１００円

〃
１，３００円

〃
１，５００円

〃
２，４００円

〃
２，８００円

〃
３，９００円

〃
１，２００円

〃
１，４００円

〃
１，６００円

〃
２，６００円

〃
３，０００円

〃
４，２００円

３，０００円を超える入場料を徴収
して使用する場合

入場料を徴収しないで使用する
場合

１，０００円以下の入場料を徴収し
て使用する場合

使 用 料

午前９時から
午後零時３０

分まで

午後１時から
午後５時まで

午後５時３０分
から午後９時３

０分まで

午前９時から
午後５時まで

午後１時から
午後９時３０分

まで

午前９時から
午後９時３０分

まで

施設の使用料
（平成１１年４月１日改正）

（備考）

８ ５、６ 及び７において算出された使用料の額に１００円未満の端数があるときは切り捨てる。

リハーサル室

楽屋１、楽屋２、楽屋３、楽屋４ 及び楽屋５

学習室、和室１、和室２、第１会議室、第２会議室 及び
幼児室

第１集会室、第２集会室、第３集会室、講習室 及び
音楽室

料理実習室 及び展示コーナー

軽体育室

１ 平日とは、月曜日から金曜日まで （２ に規定する 「休日」 を除く。） をいう。

２ 休日とは、国民の祝日に関する法律 （昭和２３年法律第１７８号） に規定する休日をいう。

３ 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう。

４ 入場料の額に ２ 以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料としてこの表を適用する。

５ ホールを入場料を徴収しないで営業のために使用する場合の使用料の額は、この表の入場料を徴収しないで使用する場合の区分し従い当該区分に定める額の１００分の

１６０に相当する額とし、ホール以外を営業のために使用する使用料の額は、この表の区分に従い当該区分に定める額の１００分の２００に相当する額とする。

６ ホールを専ら練習又は準備のために使用する場合の使用料の額は、この表の区分に従い当該区分に定める額の１００分の６０に相当する額とする。

７ 許可された使用時間を超過して使用する場合の使用料の額は、超過時間３０分について町長が別に定める額とする。

工作学習室

視聴覚室（編集室を含む）

区 分

大

ホ

ー

ル

小

ホ

ー

ル

入場料を徴収しないで使用する
場合

１，０００円を超え３，０００円以下
の入場料を徴収して使用する場
合

３，０００円を超える入場料を徴収
して使用する場合

１，０００円以下の入場料を徴収し
て使用する場合

１，０００円を超え３，０００円以下
の入場料を徴収して使用する場
合


